
○佐川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成２８年４月１日

規則第１１号の２

（趣旨）

第１条 この規則は、佐川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例（平成２８年

佐川町条例第１２号。以下「条例」という。）の施行について、別に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。

（公募の例外）

第２条 条例第６条に規定する公募を行わずに、移住促進住宅に入居させることがで

きる者については、次のとおりとする。

（１） 条例第４条第２号ただし書に規定する者又は本町地域おこし協力隊等の採

用内定者

（２） その他町長が特に認めるもの

（入居の申込み）

第３条 条例第７条の規定により入居の申込みをしようとする者は、佐川町移住促進

住宅入居申込書（様式第１号）に入居の申込みをしようとする者及び同居する者の

住民票、収入を証する書類、市町村税等の滞納がないことが分かる書類及びその他

入居者資格の判定に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、

町長の承認を得たときは、この限りでない。

２ １回の公募において、複数の入居の申込みをすることができない。

（入居者の選考及び決定）

第４条 条例第８条第１項に規定する入居者の選考は、前条の佐川町移住促進住宅入

居申込書の入居申込理由及び世帯状況等を考慮し、別表に定める選考基準を基に採

点し、基準点を超えた者のうち、得点の高い者から入居を決定するものとする。同

点の場合にあっては、抽選その他公平な方法により入居者を決定するものとする。

２ 条例第８条第２項の規定による入居決定者への通知は、佐川町移住促進住宅入居

決定通知書（様式第２号）によるものとする。

３ 第２条の規定により入居を決定した場合の通知については、前項の規定を準用す

る。



（入居者の選考の特例）

第５条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほ

かに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができ

る。

２ 町長は、入居決定者が移住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のう

ちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

３ 第１項に規定する入居補欠者の有効期限は、決定した日から起算して６０日とす

る。

（入居の手続）

第６条 条例第９条第１項に規定する契約書には、連帯保証人の収入を証する書類を

添付しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

２ 連帯保証人が死亡し、氏名等を変更したとき又は町長が不適当と認めたときは、

移住促進住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、佐川町移住促進住宅連

帯保証人変更承認申請書（様式第３号）により町長に申請しなければならない。た

だし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

３ 町長は、条例第９条第４項の規定により入居決定者に係る移住促進住宅の入居の

決定を取り消したときは、佐川町移住促進住宅入居決定取消通知書（様式第４号）

により、当該入居決定者に通知するものとする。

（入居の承継）

第７条 条例第１１条の規定により入居の継承を得ようとする者は、佐川町移住促進

住宅入居承継承認申請書（様式第５号）により町長に申請しなければならない。

２ 町長は、前項の申請に基づき入居の継承を承認したときは、佐川町移住促進住宅

入居承継承認通知書（様式第６号）により当該申請に係る者に通知するものとする。

（使用料の減免）

第８条 条例第１３条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐

川町移住促進住宅使用料減免申請書（様式第７号）により町長に申請しなければな

らない。



２ 町長は、前項の申請に基づき移住促進住宅の減額又は免除を決定したとき又は減

額又は免除をしない旨を決定したときは、佐川町移住促進住宅使用料減免承認・不

承認通知書（様式第８号）により当該申請に係る者に通知するものとする。

（住宅の検査）

第９条 条例第２３条第１項の規定による移住促進住宅明渡しの届出は、佐川町移住

促進住宅明渡届出書（様式第９号）によるものとする。

２ 町長は、前項の届出により検査する日を決定し、入居者に通知するものとする。

（住宅の明渡し請求）

第１０条 条例第２４条第２項の規定による移住促進住宅の明渡し請求は、佐川町移

住促進住宅明渡請求書（様式第１０号）によるものとする。

（様式の任意性）

第１１条 この規則に定める様式は、準拠するべきものを定めるものであって、これ

と異なる様式を用いることを妨げるものではない。

（その他）

第１２条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 設置及び管理に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においてもこれらの規

定の例によりすることができる。

別表（第４条関係）

選考基準

項目 内容

入居者の状況 入居者の数

中学生以下の同居する者の数

地域への貢献 近隣住民と積極的に交流する意思があり、豊富な知識、経験等

を活かし地域力の向上に期待できるか

定住への計画性 本町の移住促進に関する取組への理解があり、定住プラン（社



会的、経済的）が明確であるか























様式第１号（第３条関係）

様式第２号（第４条関係）

様式第３号（第６条関係）

様式第４号（第６条関係）

様式第５号（第７条関係）

様式第６号（第７条関係）

様式第７号（第８条関係）

様式第８号（第８条関係）

様式第９号（第９条関係）

様式第１０号（第１０条関係）


